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問２ 

⑴について 
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⑶について 
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⑸について 
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問１ 

Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区   分 金   額 計   算   過   程 

基準期間における 

課税売上高 

  

★41,354,136円 〔当課税期間の納税義務の有無の判定〕 

⑴ (15,367,494円－2,318,518円－7,932,411円 

＋70,274,664円－3,091,068円－26,028,768円)×
100

108
 

＋7,932,411円＋26,028,768円＝76,805,061円 

⑵ (1,376,226円－14,400円－82,218円＋3,446,520円 

－51,600円－335,196円)－(1, 376,226円－14,400円 

－82,218円＋3,446,520円－51,600円－335,196円) 

×
6.3

108
×
80

63
＋82,218円＋335,196円＝4,435,315円★ 

⑶  
(⑴－⑵)

21
×12＝41,354,136円＞10,000,000円 

∴ 納税義務あり★

 

Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 標 準 額 

 

 

 

 

 

★86,384,000円 

 

 

 

〔課税標準額の計算〕 

⑴ 第一種事業 

4,482,690円★  

⑵ 第三種事業 

68,042,494円★＋156,000円★＝68,198,494円 

⑶ 第四種事業 

6,987,994円★ 

⑷ 第五種事業 

973,050円★＋1,148,250円★＝2,121,300円 

⑸ 第六種事業 

4,500,000円★＋2,160,000円★＋1,584,000円★ 

＋1,050,000円★＋900,000円★＋750,000円★ 

＋324,000円★＋237,000円＝11,505,000円 

⑹ 合計 

⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＝93,295,479円 

93,295,479円×
100

108
＝86,384,702円 

 → 86,384,000円(千円未満切捨) 



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

課税標準額に対す 

る消費税額 

5,442,192円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

86,384,000円×6.3％＝5,442,192円 

控除過大調整税額 ★   26,250円 〔貸倒回収に係る消費税額の計算〕  

450,000円×
6.3

108
＝26,250円 

 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額 計   算   過   程 

簡易課税制度の適

用の有無の判定 

 

  

〔簡易課税制度の適用の有無の判定〕 

⑴ 前課税期間末までに簡易課税制度選択届出書提出有★ 

⑵ 基準期間における課税売上高 

41,354,136円≦50,000,000円 ∴ 簡易課税★ 

控除対象仕入税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,858,028円

 

 

〔控除対象仕入税額の計算〕 

⑴ 業種別課税売上高…計算過程★ 

① 第一種事業 

4,482,690円×
100

108
－(47,370円※－47,370円×

6.3

108
 

×
80

63
)＝4,106,776円 

※ 59,505円×
4,482,690円

1,148,250円＋4,482,690円
＝47,370円 

② 第三種事業 

68,198,494円×
100

108
－(476,250円※－476,250円×

6.3

108
 

×
80

63
)＝62,705,780円 

 ※ 444,750円＋31,500円＝476,250円 

③ 第四種事業 

6,987,994円×
100

108
＝6,470,364円 

④ 第五種事業 

2,121,300円×
100

108
－(12,134円※－12,134円×

6.3

108
 

×
80

63
)＝1,963,269円 

※ 59,505円×
1,148,250円

1,148,250円＋4,482,690円
＝12,134円 

⑤ 第六種事業 

   11,505,000円×
100

108
＝10,652,777円 



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

 

 

 ⑥ 合計  

86,384,702円－(535,755円－535,755円×
6.3

108
 

×
80

63
)＝85,888,632円★ 

⑵ 業種別消費税額…計算過程★ 

① 第一種事業  

4,482,690円×
6.3

108
－47,370円×

6.3

108
＝258,727円 

② 第三種事業 

68,198,494円×
6.3

108
－476,250円×

6.3

108
＝3,950,464円 

③ 第四種事業 

6,987,994円×
6.3

108
＝407,632円 

④ 第五種事業 

2,121,300円×
6.3

108
－12,134円×

6.3

108
＝123,035円 

 ⑤ 第六種事業 

   11,505,000円×
6.3

108
＝671,125円 

⑥ 合計 

①＋②＋③＋④＋⑤＝5,410,983円★ 

⑶ 控除対象仕入税額 

① 基礎税額…計算過程★ 

5,442,192円＋26,250円－31,252円＝5,437,190円 

② 原則計算 

5,437,190円×
3,572,724円※

5,410,983円
＝3,590,027円 

※ 258,727円×90％＋3,950,464円×70％ 

＋407,632円×60％＋123,035円×50％ 

＋671,125円×40％＝3,572,724円★  

③ 特例計算 

イ 特定１事業(第三種) 

62,705,780円

85,888,632円
＝0.73…＜75％  ∴ 適用なし★ 

 



 

受 験 番 号 
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Ⅳ 差引税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

差 引 税 額 

 

1,548,500円 〔差引税額の計算〕 

5,442,192円＋26,250円－3,919,905円 

＝1,548,537円 → 1,548,500円(百円未満切捨) 
  

区   分 金   額 計   算   過   程 

  ロ 特定２事業 

(イ) 第一種と第三種 

4,106,776円＋62,705,780円

85,888,632円
＝0.77…≧75％  

∴ 適用あり★ 

5,437,190円×
3,839,433円※

5,410,983円
＝3,858,028円 

※ 258,727円×90％＋(5,410,983円－ 258,727円) 

×70％＝3,839,433円 

(ロ) 第三種と第四種  

62,705,780円＋6,470,364円

85,888,632円
＝0.80…≧75％ 

 ∴ 適用あり★

5,437,190円×
3,641,635円※

5,410,983円
＝3,659,272円 

※ 3,950,464円×70％＋(5,410,983円 

－3,950,464円)×60％＝3,641,635円 

※ 他の特例については不利となるため判定省略   

④ 3,572,724円＜3,659,272円＜3,858,028円 

                  ∴ 3,858,028円 

 

売 上 げ の 返 
還等対価に係る消
費 税 額 

★   31,252円 〔売上げの返還等対価に係る消費税額の計算〕 

444,750円＋31,500円＋59,505円＝535,755円 

535,755円×
6.3

108
＝31,252円 

 

貸倒れに係る消費

税額 

★   30,625円 〔貸倒れに係る消費税額の計算〕 

525,000円×
6.3

108
＝30,625円 

控 除 税 額 小 計 3,919,905円 〔控除税額の計算〕 

3,858,028円＋31,252円＋30,625円＝3,919,905円 

 



 

受 験 番 号 
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Ⅴ 中間納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

中 間 納 付 税 額 

 

★  935,700円 〔中間納付税額の計算〕 

⑴ 一月中間申告 

判定 

467,900円

３
＝155,966円≦4,000,000円 ∴ 適用なし★ 

⑵ 三月中間申告 

 判定 

467,900円

３
×３＝467,899円≦1,000,000円 

∴ 適用なし★

⑶ 六月中間申告 

 ① 判定 

467,900円

３
×６＝935,799円＞240,000円 

∴ 適用あり

② 中間納付税額 

935,700円(百円未満切捨)  

 

 

Ⅵ 納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

納 付 税 額 

 

 

★  612,800円 〔納付税額の計算〕 

1,548,500円－935,700円＝612,800円 

 

 



 

受 験 番 号 
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問２ 

 

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 売 上 割 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 83,487,489円

4 42,418,691円

 

〔課税売上割合の計算〕  

⑴ 課税売上高 

① (470,159,422円－264,045,789円)×
100

108
 

＝190,845,956円 

② (13,061,730円－5,114,587円)－(13,061,730円 

－5,114,587円)×
6.3

108
×
80

63
＝7,358,467円 

③ ①－②＝183,487,489円 

⑵ 非課税売上高  

264,045,789円－5,114,587円＝258,931,202円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋⑵
＝
183,487,489円

442,418,691円
＝0.41…＜95％ 

∴ 按分計算が必要★

控除対象仕入税額 

 

★ 3,896,612円

 

〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

5,183,283円＋10,654円＋4,201,440円＝9,395,377円 

 

 

〔調整対象固定資産に係る控除税額の調整計算等〕 

⑴ 調整対象固定資産の判定 

① 店舗内装工事(Ａ) 

5,940,000円×
100

108
＝5,500,000円≧1,000,000円  

∴ 該当する 

 

② 広告用看板(Ｂ) 

1,069,200円×
100

108
＝990,000円＜1,000,000円  

∴ 該当しない 

③ 普通乗用車(Ｃ) 

4,536,000円×
100

108
＝4,200,000円≧1,000,000円  

∴ 該当する★  

④ 営業用車両(Ｄ) 

1,800,000円×
100

108
＝1,666,666円≧1,000,000円  

∴ 該当する★  

 

 

 



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

  ⑤ エアコン(Ｅ) 

837,000円×
100

108
＝775,000円＜1,000,000円  

∴ 該当しない★  

⑥ 保証金 

972,000円×
100

108
＝900,000円＜1,000,000円  

∴ 該当しない★  

⑦ ゴルフ場利用株式 

ゴルフ場経営法人の増資に対する払込みにより取得

したものであるため、課税仕入れとならず、調整対象固

定資産に該当しない。★ 

⑵ 調整対象固定資産の調整 

   店舗内装工事(Ａ)、普通乗用車(Ｃ)、営業用車両(Ｄ)の

いずれも、当課税期間が第３年度の課税期間に該当しない

ため、著しい変動の適用なし。★ 

また、問題文より転用の適用もなし。 

 

〔控除対象仕入税額の計算〕 

前課税期間から一括比例配分方式を採用しているため、一

括比例配分方式となる。★ 

9,395,377円×
183,487,489円

442,418,691円
＝3,896,612円 

 

 



 

受 験 番 号 
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問３  

区   分 金   額 計   算   過   程 

中 間 納 付 税 額 

 

★ 1,508,940円 〔中間納付税額の計算〕 

⑴ 一月中間申告 

891,200円

10
＋
2,976,800円

11
×
６

10
＝162,370円≦4,000,000円 

 ∴ 適用なし★

⑵ 三月中間申告 

891,200円

10
×３＋

2,976,800円

11
×
６

10
×３＝754,470円 

≦1,000,000円 ∴ 適用なし★ 

⑶ 六月中間申告 

① 判定 

891,200円

10
×６＋

2,976,800円

11
×
６

10
×６＝1,508,940円 

＞240,000円 ∴ 適用あり★ 

② 中間納付税額 

  1,508,940円（百円未満切捨）★ 
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問１  
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問２ 
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Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区   分 金   額 計   算   過   程 

納税義務の有無の 

判定 

 〔納税義務の有無の判定〕 

前事業年度 

⑴ 基準期間の判定 

  基準期間なし  ∴ ⑵へ 

⑵ 特定期間の判定  

特定期間なし  ∴ ⑶へ 

⑶ 新設法人の特例 

期首資本金の額 8,000,000円＜10,000,000円★  

∴ ⑷へ

⑷ 特定新規設立法人の特例 

 ① 特定要件 100％＞50％ 

 ② 乙社の課税売上高 

  (ｲ) (685,882,004円－71,449,366円－5,386,550円) 

×
100

108
＋5,386,550円＝569,318,112円 

  (ﾛ)  36,287,900円－(36,287,900円－429,978円)  

×
6.3

108
×
80

63
＝33,631,758円 

  (ハ) (ｲ)－(ﾛ)＝535,686,354円＞500,000,000円 

 ∴ 納税義務あり★ 

当事業年度 

⑴ 基準期間の判定 

  基準期間なし  ∴ ⑵へ 

⑵ 特定期間の判定 

① (15,255,086円－1,845,600円－2,465,764円) 

×
100

108
＋2,465,764円＝12,598,839円 

② (105,530円－5,000円）－(105,530円 

－5,000円－55,281円）×
6.3

108
×
80

63
＝97,179円 

 ③ ①－②＝12,501,660円＞10,000,000円 

∴ 納税義務あり★

 

 

 

 



 

受 験 番 号 
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Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算  

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 標 準 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294,341,000円

 

〔課税標準額の計算〕 

(83,349,373円－15,556,800円)★＋(201,367,441円 

－11,151,600円－3,000,000円)＋(4,380,000円 

－192,000円)★＋1,771,200円★＋160,851円★ 

＋2,160,000円＋5,400,000円＋6,000,000円★ 

＋37,200,000円★＋6,000,000円★＝317,888,465円 

 317,888,465円×
100

108
＝294,341,171円 

→ 294,341,000円(千円未満切捨) 

 

 

課税標準額に対す 

る消費税額 

18,543,483円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

294,341,000円×6.3％＝18,543,483円 

 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 売 上 割 合 

 

 322,517,952円

 420,937,359円

〔課税売上割合の計算〕 

⑴ 課税売上高 

 ① 294,341,171円＋15,556,800円＋11,151,600円★ 

＋3,000,000円★＋2,049,600円＝326,099,171円 

 ② {585,600円＋(1,567,943円－241,560円)＋(427,200円－

213,600円)＋539,458円}－{585,600円 

＋(1,567,943円－241,560円)＋(427,200円 

－213,600円)＋539,458円★}×
6.3

108
×
80

63
  

＋1,317,600円＝3,785,232円 

③ ①－②＝322,313,939円≦500,000,000円 

⑵ 非課税売上高 

  192,000円★＋10,776,960円＋561,600円 

  ＋423,425円÷(1－15.315％)★＋5,776,944円×５％ 

＋85,800,000円★＋1,200,000円×５％★ 

  ＋4,800,000円×５％★＝98,419,407円 

⑶ 非課税資産の輸出等 

  204,013円★ 

 



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

  ⑷ 課税売上割合 

  
⑴＋⑶

⑴＋⑵＋⑶
＝
322,517,952円

420,937,359円
＝0.766…＜95％ 

  ∴ 按分計算が必要★

 

控除対象仕入税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,484,821円

 

 

〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

⑴ 区分経理及び税額 

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

  イ 課税仕入れ 

    44,407,453円＋17,426,494円★＋46,849,106円 

＋165,120円＋443,136円★＋(4,025,040円 

－166,200円)★＋240,000円★＋561,920円 

    ＋4,773,210円＋146,485円＋81,120円 

＋1,171,200円★＋2,180,855円＋3,397,802円★ 

＋1,152,000円★＋406,186円＋361,440円★ 

＋341,744円＋305,466円＝128,269,577円 

128,269,577円×
6.3

108
＝7,482,391円 

  ロ 課税貨物 

    1,622,500円＋153,200円＝1,775,700円★ 

ハ 仕入返還等 

    (1,562,527円＋2,007,584円)×
6.3

108
＝208,256円★ 

  ニ 引取還付 

    26,700円★ 

 ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

192,150円★＋60,657円＋2,047,920円 

＝2,300,727円 

   2,300,727円×
6.3

108
＝134,209円 

 ③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して

要するもの 

   303,048円★＋1,705,560円＋928,420円＋30,744円★ 

   ＋864,000円＋292,800円★＋（1,685,247円 

－480,000円－569,496円)★＋(988,914円－362,263 

円)＋183,451円＋1,938,853円＋421,800円★ 

＋2,398,468円＝10,329,546円 



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

 10,329,546円×
6.3

108
＝602,556円 

④ 合計 

  イ 課税仕入れ 

    128,269,577円＋2,300,727円＋10,329,546円 

＝140,899,850円 

140,899,850円×
6.3

108
＝8,219,157円 

  ロ 課税貨物 

     1,775,700円  

  ハ 仕入返還等 

     208,256円 

  ニ 引取還付 

     26,700円 

⑵ 個別対応方式(計算パターンが合っていて★) 

  (7,482,391円＋1,775,700円－208,256円－26,700円) 

＋602,556円×
322,517,952円

420,937,359円
＝9,484,821円 

⑶ 一括比例配分方式(計算パターンが合っていて★) 

  (8,219,157円＋1,775,700円)×
322,517,952円

420,937,359円
 

  －208,256円×
322,517,952円

420,937,359円
－26,700円 

×
322,517,952円

420,937,359円
＝7,477,938円 

⑷ 有利判定 

  ⑵＞⑶  ∴ 9,484,821円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔調整対象固定資産に係る控除税額の調整の計算等〕 

⑴ 調整対象固定資産の判定 

 ① 工事費用の資本的支出 

   1,764,000円×
100

108
＝1,633,333円≧1,000,000円 

 ∴ 該当する★

 ② システムキッチン 

   1,080,000円×
100

108
＝1,000,000円≧1,000,000円 

 ∴ 該当する★

③ ＯＡ機器リース 

2,109,000円×
100

108
＝1,952,777円≧1,000,000円 

 ∴ 該当する★

  転用及び第三年度のいずれにも該当しないため、調整な

し★ 

 

 

 

 

 

 

〔控除対象仕入税額の計算等〕 

9,484,821円 

 

 

  

売上返還等に係る

消費税額 

★  155,460円 〔売上返還等に係る消費税額の計算〕 

{585,600円＋(1,567,943円－241,560円)＋(427,200円 

－213,600円)＋539,458円}×
6.3

108
＝155,460円 

貸倒れに係る消費

税額 

 

★  26,041円 〔貸倒れに係る消費税額の計算〕 

446,424円×
6.3

108
＝26,041円  

控 除 税 額 小 計 9,666,322円 〔控除税額小計の計算〕 

9,484,821円＋155,460円＋26,041円＝9,666,322円 



 

受 験 番 号 
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Ⅳ 差引税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

差 引 税 額 

 

8,877,100円 〔差引税額の計算〕 

18,543,483円－9,666,322円＝8,877,161円 

→ 8,877,100円(百円未満切捨) 
 

Ⅴ 中間納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

中 間 納 付 税 額 

 

★  331,800円 〔中間納付税額の計算〕 

⑴ 一月中間申告…計算過程★ 

① 判定 

 イ ４月～７月分 

600,200円

12
＝50,016円≦4,000,000円 

 ロ ８月～２月分 

600,200円＋63,600円

12
＝55,316円≦4,000,000円 

∴ すべて適用なし

⑵ 三月中間申告…計算過程★ 

① 判定 

 イ ４月～６月分 

600,200円

12
×３＝150,049円≦1,000,000円 

 ロ ７月～12月分 

600,200円＋63,600円

12
×３＝165,949円 

≦1,000,000円 

∴ すべて適用なし

⑶ 六月中間申告…計算過程★ 

① 判定 

600,200円＋63,600円

12
×６＝331,899円＞240,000円 

∴ 適用あり

② 中間納付税額 

331,800円(百円未満切捨)×１回＝331,800円 

⑷ ⑴＋⑵＋⑶＝331,800円 
 

Ⅵ 納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

納 付 税 額 

 

★  8,545,300円 〔納付税額の計算〕 

8,877,100円－331,800円＝8,545,300円 

 



Ｚ－67－Ｆ ラストスパート模試 第３予想〔第一問〕答案用紙 

評 点
受 験 地

 
  

受 験 番 号
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問１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



受 験 番 号 
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受 験 番 号 
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問２ 

⑴について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



受 験 番 号 
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⑶について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



受 験 番 号 
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⑸について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｚ－67－Ｆ ラストスパート模試 第３予想〔第二問〕答案用紙 

評 点
受 験 地

 
  

受 験 番 号
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Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区   分 金   額 計   算   過   程 

納税義務の有無の

判定 

 〔当課税期間の納税義務の有無の判定〕 

⑴ 基準期間における課税売上高 

① (106,676,606円－52,660,098円)×
100

108
  

＝50,015,285円 

② (193,210円－86,889円)－(193,210円 

－86,889円)×
6.3

108
×
80

63
 ＝98,446円 

③ ①－②＝49,916,839円 

⑵ 納税義務の有無の判定 

49,916,839 円＞10,000,000 円 ∴ 納税義務あり★

 

 

 

Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 標 準 額 

 

45,229,000円 〔課税標準額の計算〕 

505,200 円★＋94,920 円★＋155,400 円＋294,840 円★＋

3,045,080円★＋23,234,409円★＋20,743,226円 

＋294,414円★＋(1,440,000円－960,000円)★ 

＝48,847,489円   

48,847,489円×
100

108
 ＝45,229,156円 

→ 45,229,000円(千円未満切捨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税標準額に対す 

る消費税額 

2,849,427円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

  45,229,000円×6.3％＝2,849,427円 

 



受 験 番 号 
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Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等  

区   分 金   額 計   算   過   程 

課 税 売 上 割 合 
 
 46,128,230円

9 5,497,437円

〔課税売上割合の計算〕 

⑴ 課税売上高 

① 45,229,156円＋960,000円★＝46,189,156円 

② 61,380円－61,380円×
6.3

108
 ×

80

63
 ＝60,926円★ 

③ ①－②＝46,128,230円≦500,000,000円 

⑵ 非課税売上高  

(18,198,874円－78,000円)★＋19,454,241円 

＋2,194,565円＋191,760円★＋93,000円★ 

＋(8,838,928円－155,400円)★＋41,200円 

＋410,400円＋(3,563,551円＋29,248円)×５％★ 

＝49,369,207円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋(2)
 ＝

46,128,230円

95,497,437円
＝0.483…＜95％ 

∴ 按分計算が必要★ 

調整前の仕入控除

税額 

  

個別対応方式 

★ 5,264,841円

一括比例配分方式 

★ 4,537,854円

〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

⑴ 区分経理及び税額 

① 課税資産の譲渡等のみに要するもの 

1,380,868円＋14,920,012円＋11,987,790円 

＋325,200円★＝28,613,870円 

28,613,870円×
6.3

108
 ＝1,669,142円  

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

3,744,000円＋(1,375,326円－325,200円) 

＋29,248円＝4,823,374円★ 

4,823,374円×
6.3

108
 ＝281,363円 

③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して

要するもの 

 イ 課税仕入れ 

(6,981,319円＋164,160円＋4,914,849円)★ 

＋1,128,312円＋(4,029,049円－3,625,299円）★

＋2,926,714円＋1,080,666円＋(4,675,536円－

3,744,000円）＋2,218,760円＋2,974,822円＋

2,639,744円＋10,137,120円＋4,018,896円＋

4,850,456円＋453,600円★＋150,000円＋ 



受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

 (816,000円－519,600円）★＋168,480円 

＋2,670,380円★＋6,048,000円＋386,160円 

＋631,200円＋34,206,230円＋460,956円 

＋235,200円＋(4,424,702円－128,331円）★ 

＋1,103,147円＋8,424,000円★＋21,410,025円 

＝126,311,253円 

126,311,253円×
6.3

108
 ＝7,368,156円 

 ロ 課税貨物 

   75,900円 

ハ 仕入返還等 

   426円×
6.3

108
 ＝24円 

④ 合計…算式★ 

 イ 課税仕入れ 

28,613,870円＋4,823,374円＋126,311,253円 

＝159,748,497円 

159,748,497円×
6.3

108
 ＝9,318,662円 

 ロ 課税貨物 

   75,900円 

ハ 仕入返還等 

24円 

⑵ 個別対応方式…算式★ 

1,669,142円＋(7,368,156円＋75,900円) 

×
46,128,230円

95,497,437円
－24円×

46,128,230円

95,497,437円
 

＝5,264,841円 

⑶ 一括比例配分方式…算式★ 

(9,318,662円＋75,900円)×
46,128,230円

95,497,437円
 

－24円×
46,128,230円

95,497,437円
＝4,537,854円 

 

 

 

 

 

 

 

 



受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

特 定 収 入 割 合 

 

 46,128,230円

9 5,497,437円

〔特定収入割合の計算〕   

⑴ 資産の譲渡等の対価の額 

45,229,156円＋960,000円★＋49,369,207円 

－(3,563,551 円＋29,248 円)×５％＋(3,563,551 円＋

29,248円)★＝98,971,523円 

⑵ 特定収入 

① 課税仕入れ等に係る特定収入 

イ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

  1,038,000円★  

 ロ 共通して要するもの 

   1,680,000円★ 

 ハ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

   2,760,000円★ 

 二 イ＋ロ＋ハ＝5,478,000円 

② 使途不特定の特定収入 

240,000円＋52,920,000円★＋114,619,200円 

＋2,994,276円＋5,283,168円＋5,793,600円 

＋378,000円＋6,000円＋1,200,000円★ 

＝183,434,244円 

③ ①＋②＝188,912,244円 

 

⑶ 特定収入割合 

⑵

 ⑴＋⑵
 ＝

188,912,244円

287,883,767円
 ＝0.6562･･･＞５％★ 

              ∴ 調整あり

 

調 整 割 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46,128,230円

9 5,497,437円

 

 

〔調整割合の計算〕 

⑴ 資産の譲渡等の対価の額  

98,971,523円 

⑵ 使途不特定の特定収入の合計額  

183,434,244円★ 

⑶ 調整割合…算式★ 

⑵

⑴＋⑵
 ＝

183,434,244円

282,405,767円
  

 

 



受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

調整後の仕入控除

税額 

1,807,299円 〔個別対応方式による調整後の仕入控除税額〕 

⑴ 調整前控除税額  

5,264,841円 

⑵ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額 

 ① 課税仕入れ等に係る特定収入 

  イ 1,038,000円×
6.3

108
 ＝60,550円★ 

  ロ 1,680,000円×
6.3

108
 ×

46,128,230円

95,497,437円
 

    ＝47,337円 

  ハ イ＋ロ＝107,887円 

 ② 使途不特定の特定収入に係る税額…算式★ 

   (5,264,841円－107,887円)×
183,434,244円

282,405,767円
  

＝3,349,655円 

 ③ ①＋②＝3,457,542円 

⑶ ⑴－⑵＝1,807,299円 

 

 

 

 

〔一括比例配分方式による調整後の仕入控除税額〕 

⑴ 調整前控除税額 

4,537,854円 

⑵ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額 

 ① 課税仕入れ等に係る特定収入…算式★ 

   5,478,000円×
6.3

108
 ×

46,128,230円

95,497,437円
 

＝154,352円 

 ② 使途不特定の特定収入に係る税額…算式★ 

   (4,537,854円－154,352円)×
183,434,244円

282,405,767円
  

   ＝2,847,266円  

 ③ ①＋②＝3,001,618円 

⑶ ⑴－⑵＝1,536,236円 

 

1,807,299円＞1,536,236円  

 

∴ 個別対応方式有利1,807,299円

 

 
 



受 験 番 号 
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区   分 金   額 計   算   過   程 

売上げの返還等対

価 に 係 る 税 額 

★   3,580円 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 

61,380円×
6.3

108
 ＝3,580円 

 

貸倒れに係る税額 0円 〔貸倒れに係る税額の計算〕 

  

控 除 税 額 小 計 1,810,879円 〔控除税額小計の計算〕 

1,807,299円＋3,580円＝1,810,879円 

 

Ⅳ 差引税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

差 引 税 額 

 

★  1,038,500円 〔差引税額の計算〕 

 2,849,427円－1,810,879円＝1,038,548円 

           → 1,038,500円(百円未満切捨) 

 

Ⅴ 中間納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

中 間 納 付 税 額 

 

★  405,900円 〔中間納付税額の計算〕 

⑴ 一月中間申告 

811,900円

12
＝67,658円≦4,000,000円  

∴ 適用なし 

⑵ 三月中間申告 

811,900円

12
×３＝202,974円≦1,000,000円 

∴ 適用なし★

⑶ 六月中間申告 

① 判定 

811,900円

12
×６＝405,949円＞240,000円 

∴ 適用あり

② 中間納付税額 

405,900円(百円未満切捨)  

 

 



受 験 番 号 
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Ⅵ 納付税額の計算 

区   分 金   額 計   算   過   程 

納 付 税 額 

 

632,600円 〔納付税額の計算〕 

1,038,500円－405,900円＝632,600円 
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